
第10号 （１）

〇獣害対策事業（鳥獣害防止対策小動物用防護柵の研究負担金等） 216万円
〇公立保育所施設整備事業（雲出保育園の園舎移転施設改修工事費） 7,527万9千円
〇学校施設維持補修事業（桃園小学校校舎増築等の整備に係る実施設計等業務） 1,588万6千円
〇工事請負契約（（仮称）津市新町会館建築工事） 1億6,484万6千円
〇工事請負契約（小学校3校の大規模学校施設改修工事） 11億1,977万8千円
〇工事請負契約（中学校2校の大規模学校施設改修工事） 6億3,878万1千円
〇工事請負契約（久居駅東口公共自転車等駐車場その他建築工事） 2億8,824万4千円

今定例会での補正議案の主な事業と予算額 
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吉田ひろやす吉田ひろやす吉田ひろやす
公共下水道使用料金の改正議案が可決！

　6月7日から7月４日までの28日間、令和元年第１回津市議会定例会が開催され、承認2
件・報告16件・議案31件の合計49件が全て可決・承認されました。その他、請願1件
（放課後児童クラブの環境整備及び充実）は不採択となりました。今議会では、本年10月
からの消費税の増税に伴う各種条例の一部の改正議案が多くありました。
　市民生活へ大きな影響がある議案としては、公共下水道使用料単
価の改正案が可決され、本年10月1日から施行されることとなり
ました。（詳しくは次ページで解説）
　令和元年度の一般会計補正予算として5億7,025万9千円を増額
補正し、補正後の予算額は1,145億9,704万9千円となりました。
今回、国の国土強靭化のための３カ年緊急対策予算により、災害時
の緊急用道路や避難所までの輸送道路を中心に、道路灯のLED化
への改修が進むことになりました。

緊急対策予算により道路灯の
LED化が進む

　令和の時代が始まり、早くも2か月が過ぎました。この間にも、全国では痛ましい事件
や事故が発生しております。特に隣県の滋賀県大津市で発生した、保育園児の列に交差点
事故の車が突っ込んで幼い命が奪われた事故は、大変悲しいものでした。これを受けて、
津市も各園や各学校周辺の安全点検を実施しています。私も子を持つ親として、毎日安心
して園や学校に通うことができるよう、市内の道路の危険個所等の対策に力を入れて参り
ます。全ての子どもたちが安全安心に過ごし暮らせる社会のために尽力いたします。

　日頃は、吉田博康の活動に対しまして格段のご支援をいただいておりますこと感謝申し
上げます。皆様からの声（要望）を形（実現）に出来る活動に全力で取り組んで参ります。
今後とも皆様の吉田博康に対する更なるご支援とご指導を心よりお願い申し上げます。

令和の時代を迎えて一言



後援会事務所：〒514-0315 三重県津市香良洲町3685-6　TEL/FAX：〈059〉271-6577

市政へのご意見・ご要望は吉田博康へ

令和元年第2回定例会の日程（予定）
８月２７日（火） ・・・・・・・・・開会日　　　
９月　３日（火）～　４日（水）・・・会派代表質問（予定）
９月　５日（木）～　６日（金）・・・個人質問（予定）
９月１０日（火）～１３日（金）・・・各常任委員会
９月１７日（火）～１９日（木）・・・決算特別委員会
９月２７日（金） ・・・・・・・・・閉会日

◆ 問い合わせ：津市議会事務局（TEL 229－3222）
◆ 津市議会ホームページをご確認ください。

※変更される場合もありますので、ご確認下さい。

第10号 （2）

本会議と委員会を
インターネット生中
継及び録画放送し
ます。また、ケーブ
ルテレビ（ＺＴＶ）の
6チャンネルにて
本会議の録画放送
（後日）は、これまで
通り行っております。

〈徹底解説〉公共下水道使用料金の値上げについて
　今定例会では、議案第94号「津市公共下水道条例の一部改正」として、下水道使用料の
改定の議案がありました。津市の下水道使用料は平成18年1月1日の市町村合併の際に10
市町村の協議で決定され、市民の暮らしに密接に関係する内容のため低い価格に統一する方
針で調整を行い、合併前の久居市の使用料体系を採用して決定されたものです。しかし実際
の汚水処理原価が１㎥あたり177円であるのに対し、現使用料金は同118円であり、この
赤字分を一般会計からの基準外繰入金として補填し続けています。
　本来は受益者負担の原則で使用者が賄うべきであり、一般会計からの繰入により下水道使
用者以外の方の税金が使用される不公平さを解消すべく、今回の料金見直しとなりました。
なお、今回の値上げは汚水処理原価の１㎥あたり177円ではなく、市民生活への影響も考
えて、一旦は総務省基準の同150円とすることになりました。しかしこれではまだ基準外
繰入金として補填は継続されます。行政側として下水道事業の効率化も進めていただきなが
ら今後の推移を見守ってまいります。
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現状単価は原価を59円下回る
→総務省基準単価に改訂しても原価を27円下回る

下水道使用料単価の他市との比較


